
 

 

 

平成２６年１１月２７日 

 

特定商取引法違反の訪問販売業者に対する 
業務停止命令（３か月）について 

～ 国（消費者庁）と地方自治体（東京都）による 

連携調査・同時行政処分 ～ 
 

○ 消費者庁は、投資用ＤＶＤの訪問販売業者である株式会社ＮＩＮＥ（ナイ

ン）（東京都中央区）、株式会社Ｒｅｇａｌｏｅ（レガーロ）（東京都千代

田区）、株式会社サンクチュアリ（東京都千代田区）の３事業者に対し、本

日、特定商取引法第８条第１項の規定に基づき、平成２６年１１月２８日か

ら平成２７年２月２７日までの３か月間、訪問販売に関する業務の一部（新

規勧誘、申込受付及び契約締結）を停止するよう命じました。 

 

○ 認定した違反行為は、以下のとおりです。 

・勧誘目的不明示、適合性の原則違反（３事業者共通） 

・不実告知（株式会社サンクチュアリ） 

 

○ 処分の詳細は、別紙１から３のとおりです。 

 

○ なお、本件は、特定商取引法に基づく調査において東京都と連携を図り、

同法に基づく行政処分を同日付けで実施したものです。 

 

１．株式会社ＮＩＮＥ、株式会社Ｒｅｇａｌｏｅ、株式会社サンクチュアリの

３事業者（以下「同社ら」）は、本件商品を既に購入した者（以下「勧誘者」

という。）に友人等を紹介させ、電話等で喫茶店等に呼び出し、「Ｄｉｓｃｏ

ｖｅｒｙ（ディスカバリー）」と称する投資用ＤＶＤ(以下「本件商品」とい

う。）を同社らと販売委託契約を締結した者（以下「販売委託者」という。）

及び勧誘者のグループと一体となって訪問販売を行っていました。 

  

 

２．認定した違反行為は以下のとおりです。 

（１）同社らは、電話などで「ちょっといい話があるんだけど。」などと消費

者を喫茶店等に呼び出し、その後、本件商品に係る勧誘を行い、勧誘に先

立って本件商品の売買契約の勧誘である旨及び当該勧誘に係る本件商品

 
News Release  

 
 

1



 

 

の種類を明らかにしないで勧誘を行っていました。 

               （勧誘目的不明示） 

 

（２）株式会社サンクチュアリは、先物取引は相場が変動するものであり、人

によって取引結果が異なるものであるにもかかわらず、勧誘をする際に、

「投資ソフト通り投資をすれば、５０万円なんか、あっという間に返せる

よ。」などと述べており、消費者の判断に影響を及ぼすこととなる重要な

ものにつき不実のことを告げていました。 

          （不実告知） 

 

（３）同社らは、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件

商品を購入するために学生ローン、消費者金融などを利用しなければなら

ない購入者に対して勧誘を行っており、財産の状況に照らして不相応な勧

誘を行っていました。 

 

（適合性の原則違反） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【本件に関する御相談窓口】 

 

 本件に関する御相談につきましては、消費者庁から権限委任を受けて消

費者庁とともに特定商取引法を担当している経済産業局の消費者相談室で

承ります。お近くの経済産業局まで御相談ください。 
 

北海道経済産業局消費者相談室     電話 ０１１－７０９－１７８５ 
東北経済産業局消費者相談室         ０２２－２６１－３０１１ 
関東経済産業局消費者相談室         ０４８－６０１－１２３９ 
中部経済産業局消費者相談室         ０５２－９５１－２８３６ 
近畿経済産業局消費者相談室         ０６－６９６６－６０２８ 
中国経済産業局消費者相談室         ０８２－２２４－５６７３ 
四国経済産業局消費者相談室         ０８７－８１１－８５２７ 
九州経済産業局消費者相談室         ０９２－４８２－５４５８ 

沖縄総合事務局経済産業部消費者相談室    ０９８－８６２－４３７３ 
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                             （別紙１） 

株式会社ＮＩＮＥに対する行政処分の概要 

 

 

１．事業者の概要 

（１）名 称：株式会社ＮＩＮＥ 

（２）代 表 者：代表取締役 伊藤 啓太（いとう けいた） 

（３）所 在 地：東京都中央区日本橋兜町２０番５号 

（４）資 本 金：３００万円 

（５）設  立：平成２３年９月２９日 

（６）取引類型：訪問販売 

（７）取扱商品：投資用ＤＶＤ（商品名：Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）５６万円 

 

 

２．取引の概要 

  同社は、商品を購入し、消費者を勧誘する者（以下、「勧誘者」という。）

を使って、その友人である消費者に電話をかけ、「ちょっといい話があるんだ

けど。」等の口実で、販売目的を告げずに消費者を勧誘者同伴で都内の喫茶

店に呼び出し、将来の夢や不安、資産運用の重要性などについて話し合いを

させた後、販売委託者に引き合わせる。販売委託者は引き続き勧誘目的を告

げないまま、資産運用の方法の一つとして日経２２５先物取引の投資につい

て説明を行い、投資のプロが開発したとする４つのシステム（投資方法）に

ついて紹介し、「これをＤＶＤシステムにしたものが５６万円。」と告げ、投

資用ＤＶＤ（以下、「本件商品」という。）の勧誘を行っていた。また、その

時点で契約に至らない消費者に対しては、勧誘者が「自分と一緒に投資ソフ

トを買った友達がこの近くにいるから、今から会いに行こう。それから決め

ればいい。」などと提案し、別の勧誘者（以下、「フォロー」という。）と別の

喫茶店に連れて行き、資力のない大学生等である消費者に対し、フォローと

勧誘者が一体となって、「投資用ＤＶＤの価格は５６万円だけれども、確実に

元が取れるから。」、「大丈夫、金は学生ローンで借りればいい。」等と告げて

引き続き勧誘を行い、学生ローンで借りる際に収入や借金理由を偽るよう指

南を行った上で商品代金を調達させ、契約を行っていた。 

また、同社は、クーリング･オフ期間経過後、新規契約の顧客に対し、「ビ

ジネスと言って新たに友達を紹介して、その友達が契約すると１０万円支払

う。これはねずみ講じゃないから、法律にひっかからない。」などと告げ、新

たに友人を紹介するようそそのかし、それにより、新規契約の顧客が勧誘者
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となる。結局、投資用ＤＶＤを見て投資しても儲からず、紹介システムがマ

ルチのようで話が違うとわかった時にはクーリング･オフ期間が終っている。 

 

 

３．行政処分（業務停止命令）の内容 

（１）内容 

特定商取引に関する法律（以下「法」という。）第２条第 1項第 1号に

規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

①訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。 

②訪問販売に係る契約の申込みを受けること。 

③訪問販売に係る契約を締結すること。 

 

（２）停止命令の期間 

平成２６年１１月２８日から平成２７年２月２７日まで（３か月間） 

 

 

４．命令の原因となる事実 

同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取

引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認め

られた。 

なお、同社は、本件商品の販売事業を販売委託者及び勧誘者のグループと一

体となって行っているものである。 

 

（１）勧誘目的不明示（法第３条） 

    同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、購入

者に対して、電話等で「ちょっといい話があるんだけど。」などと告げて

都内の喫茶店等に呼び出し、本件商品の勧誘を開始しており、その勧誘

に先立って、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨

及び当該勧誘に係る本件商品の種類を明らかにしていなかった。 

 

（２）適合性の原則違反（法第７条第４号・省令第７条第３号） 

   同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商

品を購入するために学生ローン、消費者金融などを利用しなければならな

い購入者に対して勧誘を行っており、財産の状況に照らして不相応な勧誘

を行っていた。 
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５．勧誘事例 

【事例１】 

平成２５年８月、同社の既存顧客Ｚは、大学の友人である消費者Ａのスマー

トフォンに、「投資に興味ない。」、「ちょっといい話があるんだけど。」と

メッセージを送った。Ａは元々投資に興味があったため、Ｚに誘われるまま、

予定を空けて話を聞くことにした。 

 数日後、ＡがＺと都内の喫茶店に出向くと、同社のＹが現れた。Ｙは自己紹

介を含めた雑談をした後、日経２２５先物取引について話を始め、投資の世界

ですごいとされている人が開発した４つのシステムについて、パフォーマンス

表と呼ばれる投資結果の表を見せ、「システムを使って投資をすれば１００パ

ーセント勝てるとは言わないけれど、勝率は上がる。」、「そのやり方が入っ

ているＤＶＤがあって安くはない、５６万円で販売している。」、「ＤＶＤだ

けで理解出来ないところはミーティングやセミナーなどでフォローする。」と

告げ、Ａはそこで初めてＹの話が単なる投資の話ではなく、投資用ＤＶＤの勧

誘が目的であることが分かった。 

 ＡとＺが喫茶店を出ると、同社のＸが偶然近くにおり、別の喫茶店で詳しく

話を聞くことになった。Ａは既にＹの話を聞いて、契約したいという気持ちに

なっていたものの、アルバイトによる収入で、そこから家賃などの生活費を払

っているため、貯金などの余裕はなく、とても５６万円を用意できる状況では

なかった。しかし、Ｘに「俺も学生ローンで借りたけど、投資で稼げているか

ら返せている。」と言われ、Ａは実際に契約した人が学生ローンで借りて支払

えているのであれば、自分も学生ローンを利用して契約してみようと思った。  

 

【事例２】 

平成２５年１１月、同社の既存顧客であるＷは、高校時代の同級生である消

費者Ｂに電話をかけ、「久しぶりに明日遊ぼう。」と告げ、都内の喫茶店に呼

び出した。翌日、Ｂが待ち合わせ場所の喫茶店前でＷと合流すると、Ｗは「今

からＶに会うから。」と告げ、Ｂは何のことか分からないまま入店し、そこで

同社のＶを紹介された。Ｖは日経２２５先物取引について話した後、投資用Ｄ

ＶＤについての話を始め、Ｂはここで初めてＶの話が投資用ＤＶＤの販売であ

ることが分かった。その後、Ｖを店内に残してＷとＢが喫茶店を出ると、Ｗが

「喫茶店で友達が待っているから行こう。」と言い、別の喫茶店に移動した。

その喫茶店には、高校時代の同級生Ｕがいた。ＢはＵに、「俺はもうけている。

最初はみんな不安が強いがやったらやって良かったと思えるからやろう。」と

誘われた。 
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数日後、Ｂは再びＷから都内のファミリーレストランに呼び出された。Ｂは

投資用ＤＶＤを買わされたら嫌だと思ったが、友達は裏切れないとの思いから

行くことにした。Ｂが待ち合わせ場所に到着すると、Ｗは「偉い人と会うから

６０万円お金を借りよう。」、「学生ローンは、予備校に通うという理由で借

りれば借りられるよ。」と告げた。Ｂは親の仕送りとアルバイトによる収入で

ぎりぎりの生活をしている上、嘘をついてまで金を借りることへの罪悪感もあ

ったが、Ｗがかなり強引だったため、アルバイト収入を偽って学生ローン２社

から合計５０万円を借りた。その後、都内の喫茶店に移動し、Ｂは同社のＴか

ら商品概要についての説明を受けた後、少し遅れて同社のＳが合流し、Ｂは契

約書にサインをして契約を行った。 

 

【事例３】 

平成２５年１２月、同社の既存顧客Ｒは、大学の友人である消費者Ｃに電話

をかけ、「お世話になっているＮＩＮＥのＱって人がいて、先物取引やってる

んだよね。先物って言っても分からないと思うから１回話を聞いた方がいいと

思う。２日間空けておいて。就活のときにつてになるから。」と誘った。Ｃは

先物取引に興味があったわけではなかったが、就職活動にも役立つのであれ

ば、話だけでも聞いてみようと思った。 

 翌日、ＲはＣと待ち合わせ、２人で都内の喫茶店へ入った。Ｒは「先物取

引の中に日経２２５っていうのがあって、Ｐっていうすごい人が作った勝つ

システムが俺らにはある。」、「俺の説明じゃ足りないから、詳しくはこれ

から来る人に説明してもらうから。」と告げた。十数分後、同社のＯがやっ

てきて、同社の会社名と自分の名前を名乗った。自己紹介を兼ねた雑談後、

Ｏは日経２２５先物取引について話を始め、システムと呼ばれる４つの投資

方法についてそれぞれのシステムによる投資結果を表にしたものを見せなが

ら説明を行い、話の最後の方になって「そのシステムをまとめたのがＤｉｓ

ｃｏｖｅｒｙで、５６万円です。今回それを販売する話なんですよ。」と告

げた。Ｏの話が終わり、ＣとＲが２人で喫茶店を出ると、Ｒが「実際に投資

をやっている人がちょうどいるから話を聞いてみよう。」と言い出し、別の

喫茶店に移動することになった。その喫茶店には、同社のＮが待っていた。

Ｎはスーツ姿で、学生にはなかなか手が出ないようなブランドのバックを持

っており、「俺は自分で学費を払ってて、彼女と同棲している家賃も自分で

払ってる。そのお金はこれで稼いでいるから、やって損はないよ。」と勧め、

ＣはＮが投資でかなりの利益を出しているという印象を受けた。その後、Ｎ

と別れ、帰りの電車の中でＲに「どうする。」と聞かれたＣは、もうじっく

り考えるのも面倒になり、「やるやる。」と答えたが、Ｃはアルバイトによ
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る収入で生活費を賄っていて、貯金からも５６万円を用意できる状況になか

ったが、Ｒに「明日すぐ契約したいから、お金を借りにまた東京へ行こう。」

と言われ、翌日に学生ローンで金を借りる約束をした。 

 翌日、ＣはＲと一緒に都内に向かう途中、Ｒから「正直に言ったら５６万

円は借りられないから、そこは嘘をついて。時給は千円以上、週に５回、１日

９時間バイトしてることにして。使い道は○○（資格取得の専門学校名）に通

うってことにすれば大丈夫。何を言われても強気で言っていいよ。」とアドバ

イスを受けた。 

 

【事例４】 

平成２６年１月、同社の既存顧客Ｍは、小学校からの友人である消費者Ｄに

電話をかけ、「頭が良くてかっこいい大学の先輩がいるんだ。就職活動や社会

勉強になる話が聞けるから、会ってみないか。」と告げた。Ｄは就職活動に関

心があったので、その誘いに応じることにした。 

 一週間後、ＤがＭと待ち合わせた駅へ出向くと、Ｍに「先輩に会う前に話し

ておきたいことがある。」と言われ、近くの喫茶店に入店した。そこでＭは、

日経２２５先物取引について１時間程度話をした。その後、近くにある別の喫

茶店に移動した。そこで待っていたのは同社のＬであった。Ｌは「投資でもう

けるためには、利益を得られるシステムと投資の知識、データ、過去の統計な

どがなければならない。いくらお金があってもこれらがないと投資は負ける。」

と言うと、日経２２５先物取引の詳しい投資方法について説明を始めた。Ｌが

Ｄに投資の経験の有無について聞いてきたので、Ｄが「ありません。」と答え

たところ、「投資の知識を付けられる投資ソフトがある。金額は５６万円であ

る。」、「投資ソフトを買ってくれたら、自分達が主催するセミナーやイベン

トに参加できるので、もっと知識を付けられる。」、「投資には損失は避けら

れないが、損失を最小限に抑える投資ソフトである。」と投資用ＤＶＤの購入

を勧めた。ＤはＬの話に魅力を感じながらも、５６万円を用意することは難し

いと思った。 

 Ｌが帰った後、Ｍから「Ｌさんの話どうだった。」と聞かれたＤは「投資の

話には興味があったけど、５６万円もの大金は持っていないし、もうけられる

かどうか分からないものにお金を払うのはもったいない。」と答えたところ、

Ｍから「俺も初めはそう思った。これから、俺を誘ってくれたやつに会わない

か。考えが変るかもしれない。」と誘われ、別の喫茶店で同社のＫと会うこと

になった。 

 Ｋは、「俺達は学生ローンでお金を借りて投資ソフトを買った。アルバイト

をしてお金を返した。お金を貸してくれるところを紹介する。」とＤに告げ、
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金の借り方をＤに教えた。Ｄは「バイト代が少ないので、お金を借りても返し

ていけるかどうか不安だ。新しいバイトを見付けてお金が貯まってから考えた

い。少し考えさせてほしい。」と言ったが、ＭとＫが、「それでは遅い。今は

いい相場環境だし、今すぐに決めないと大きなもうけを逃がすことになる。決

断しようよ。」、「セミナーやイベントに参加すれば就職活動にいきるし、人

脈を広げられ、情報もたくさん得られる。」などと何度も強く誘ってきたため、

Ｄは根負けして「投資ソフトを買います。」と言ってしまった。するとＫは「今

すぐにＬさんに電話をしなよ。」と言い、Ｄはその場でＬへ申込みの電話をか

け、翌日に契約することになった。その晩、ＭはＤの家に泊まった。 

 翌朝、ＤはＭとＫとともに、学生ローン会社へ出向いた。Ｄは学生ローン２

社から合計５０万円を借り、その日のうちに、Ｍと２人で契約場所の喫茶店へ

向かった。 

 喫茶店には同社のＪが待っており、会話を録音しながら書面を読み、途中か

らＬがＪと交代して契約を締結した。 

Ｄは帰宅後、インターネットで同社について調べたところ、マルチ商法のよ

うな方法で友人を通じて投資用ＤＶＤを販売していることがわかり、不審に思

うとともに、昨晩Ｍを家に泊めなければ契約前に考える時間が持てたのにと思

った。 

 

【事例５】 

平成２６年３月、同社の既存顧客であるＩは、高校時代の同級生である消費

者Ｅのスマートフォンに、ある団体に入って投資の勉強を始めたこと、団体に

ついての詳しい話は連続した２日間の時間を空けないと聞くことが出来ない

とのメッセージを送った。Ｅはすでに３月の予定が埋まっていたことから、少

し待って欲しいと返事をしたところ、その後もＩから予定を空けるよう何度か

催促のメッセージが届いたため、ＥはＩと食事の約束をした。 

 数週間後、Ｉは待ち合わせの居酒屋にスーツ姿に高級そうなバックを持って

現れた。Ｉは、団体のセミナー帰りできちんとした服装であること、高額なバ

ックを持っているのは、団体で投資に関するセミナーなどを受けているからだ

という話はするものの、Ｅがその団体の名前などを聞いても、はっきりとは答

えず、とにかく２日間の時間を空けて上の人から詳しい話を聞くようにと勧め

た。Ｅは連続した２日間の予定を空け、話を聞くことにした。 

 同年４月、ＩはＥと一緒にファストフード店に入ると、Ｅに対し、「上の人

から話を聞く前に、説明しておきたいことがある。」と告げ、投資に関する一

般的な知識のほか、日経２２５先物取引の仕組みなどについて説明を始めた。

Ｉはこれから会う人が投資用ＤＶＤの勧誘を行うとは言わなかったため、Ｅは
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純粋に投資についての話を聞く前に必要な予備知識だと思って話を聞いた。そ

の後、別の喫茶店に入店し、同社のＨの話を聞いた。Ｈは自分の名前を名乗っ

た後、同社について「投資のセミナーのほか、花見やクルージングなどのイベ

ントをやっている会社です。」と説明を行ったが、投資用ＤＶＤの販売を行っ

ていることや、これからその勧誘を行うことについては一切言わなかった。Ｈ

は「投資をやっている人の９５パーセントは負け、残りの５パーセントが勝つ、

俺やＩがなぜ５パーセントの中に入っているかというと、欲や感情を無視した

システムで投資しているからだ。」と告げた後、ある男性が開発した投資で勝

てる４つのシステムについて説明を始め、システムごとの十数年分の投資結果

をＥに見せた。最後の方になってＨが、「この４つのシステムを教えるには、

５６万円かかる。」と告げ、Ｅはそこで初めてＩ達が同社に５６万円を支払っ

てセミナーなどに参加していることを知った。しかし、この時点で５６万円が

投資用ＤＶＤの販売代金であることははっきり言われておらず、Ｅはセミナー

でシステムについて教えてもらうための情報料だと思った。Ｈを残し２人で喫

茶店を出ると、ＩはＥに、「最初５６万円かかったとしても、すぐそれを超え

る利益を出せるから。」と告げた。Ｅの貯金は５６万円もなかったので、どの

ようにして支払ったのかＩに聞いたところ、Ｉは学生ローンで借りて支払った

と答えたため、Ｅも学生ローンから金を借りることにした。その後、Ｉは投資

用ＤＶＤを購入した高校時代の先輩Ｇと食事をしようと提案した。 

 ＩとＥはＧと合流し、ファミリーレストランに入った。Ｇは「今、投資を始

めて９か月だけど、相当もうかっている。」、「早くやったほうがいいよ。今

から投資を始めれば、２年後にはやばいことになるよ。」などと勧めた。食事

後、ＥはＨに契約する旨の電子メールを送った。その晩、ＥはＩの自宅に泊ま

り、翌日一緒に学生ローンに金を借りに行くことにした。 

翌朝、Ｉの自宅から学生ローン会社に向かう途中、ＩはＥのスマートフォン

に学生ローンの申込み時に質問されることに対する回答方法や金を借りる理

由、アルバイトの月収について実際とは違う内容で申請するよう、回答例を送

り、他の友人もこのとおりに書いて借りていると告げた。ＥはＩに教えられた

とおりに申請し、学生ローン３社から合計５０万を借り、自分の貯金から残り

の６万円を引き出した。その日の夜、ＩとＥは同社のＦが待つ喫茶店に入り、

後から遅れてやってきた同社のαの４人で契約を行った。ＥはＦやαの説明を

聞いて、このとき初めて５６万円がセミナーなどの代金ではなく、この契約が

投資用ＤＶＤの売買契約であることに気が付いた。 
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                             （別紙２） 

株式会社Ｒｅｇａｌｏｅに対する行政処分の概要 

 

 

１．事業者の概要 

（１）名 称：株式会社Ｒｅｇａｌｏｅ 

（２）代 表 者：代表取締役 山中 雄介（やまなか ゆうすけ） 

（３）所 在 地：東京都千代田区三崎町一丁目１番１４号大島ビル４階 

（４）資 本 金：３００万円 

（５）設  立：平成２３年１月１１日（旧社名は株式会社ＳＵＮＲＩＳＥ、 

平成２５年６月１２日に商号変更） 

（６）取引類型：訪問販売 

（７）取扱商品：投資用ＤＶＤ（商品名：Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）５６万円 

 

 

２．取引の概要 

同社は、商品を購入し、消費者を勧誘する者（以下、「勧誘者」という。）を

使って、その友人である消費者に電話をかけるなどして、「すごい話がある。」

等の口実で、販売目的を告げずに消費者を勧誘者同伴で都内の喫茶店に呼び出

す。その際、勧誘者は、消費者に将来の夢や不安などの話を持ちかけ、資産運

用の重要性などについて説明した後、販売委託者に引き合わせる。販売委託者

は引き続き勧誘目的を告げないまま、資産運用の方法の一つとして日経２２５

先物取引の説明を始め、投資のプロが開発したとする４つのシステム（投資方

法）について紹介する。さらに、販売委託者は４つシステム通りに日経２２５

先物取引をした結果、いかにもうかったかを消費者に説明する。消費者が投資

に興味を持ったところで、販売委託者は「システムを使うには投資ソフトを買

う必要がある。金額は５６万円である。」と消費者に告げ、本件商品の勧誘を

行っていた。そこで契約に至らない消費者に対しては、勧誘者が「もっと詳し

く話をしてくれる人がいる。これから会いに行こう。などと提案し、別の勧誘

者（以下、「フォロー」という。）に会わせるために別の喫茶店に連れて行き、

投資の話を詳細に行い、資力のない大学生等である消費者に対し、フォローと

勧誘者が一体となって、「ＤＶＤ代の５６万円はみんな学生ローンから借りて

払っているよ。借りても投資でもうかるんだから返せるよ。」などと告げて引

き続き勧誘を行い、収入や借金理由を偽るよう指南を行った上で、貸金業者か

ら商品代金を調達させ、契約を行っていた。 

 レガーロ 
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また、同社は、クーリング・オフ期間経過後、借金返済に困っている新規顧

客に対し、「友人や知人を紹介してＤＶＤを買ってもらえれば、紹介料として

１０万円もらえる。」などと告げ、借金を返済するために友人を紹介せざるを

得ない状況に陥った新規顧客を勧誘者として組織に取り込み、新たな勧誘を行

っていた。 

 

 

３．行政処分（業務停止命令）の内容 

（１）内容 

特定商取引に関する法律（以下「法」という。）第２条第 1項第 1号に

規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

①訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。 

②訪問販売に係る契約の申込みを受けること。 

③訪問販売に係る契約を締結すること。 

 

（２）停止命令の期間 

平成２６年１１月２８日から平成２７年２月２７日まで（３か月間） 

 

 

４．命令の原因となる事実 

同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取

引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認め

られた。 

なお、同社は、本件商品の販売事業を販売委託者及び勧誘者のグループと一

体となって行っているものである。 

 

（１）勧誘目的不明示（法第３条） 

同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、購入者

に対して、電話等で「詳しいことは会ってからでないと話せないが、おも

しろい話があるから会おうよ。」、「すごい話がある。」などと告げて都内の

喫茶店等に呼び出し、本件商品の勧誘を開始しており、その勧誘に先立っ

て、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧

誘に係る本件商品の種類を明らかにしていなかった。 

 

（２）適合性の原則違反（法第７条第４号・省令第７条第３号） 

同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商
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品を購入するために学生ローン、消費者金融などを利用しなければならな

い購入者に対して勧誘を行っており、財産の状況に照らして不相応な勧誘

を行っていた。 

 

 

５．勧誘事例 

【事例１】 

平成２６年３月、同社の既存顧客Ｚは消費者Ａを電話で「詳しいことは会っ

てからでないと話せないが、おもしろい話があるから会おうよ。」と誘い、Ａ

はＺが中学校からの同級生でもあるし、「おもしろい話なら会ってみようか。」

と思い、会う約束をした。 

Ａはそれから１週間後にＺと会ったが、Ｚは、「自分だけでは詳細なことは

しゃべれない。」と言い、同社のＹと合流した。Ｙは、雑談から始まり、「今

何をしたいの。」、「将来何をしたいの。」などとＡに聞き、そこから投資

の話になり、日経２２５先物取引の投資方法をまとめたソフトがあると言っ

た。Ａは、株式や債券などの投資経験はなく、ましてや日経２２５先物取引

は初めて聞く事柄だった。Ｙは運用成績表をＡに見せ、「その投資ソフトを

使うと損する確率が抑えられ、もうけられる。」、「東日本大震災のような

有事の時にももうけられる。」などと説明した。さらに、Ｙは、「うちの会

社にはもうけることができるシステムがある。ただし、システムを使うには

投資ソフトを買う必要がある。金額は５６万円である。」、「５６万円の金

額には、投資のアドバイスやセミナー、ミーティングに参加できる権利が含

まれている。」と言った。Ｙは、「買うかどうか考えておいて。」と言った。

Ｚは、Ａに「投資ソフトを買って一緒にもうけよう。」といいＡは投資ソフ

トの金額が５６万円と聞いて、「高いな。」と思ったが、「もうけられるか

も知れない。」、「経済の勉強になる。」などの理由により、投資ソフトを

買うことにしたが、Ｙに５６万円を一括で用意することは難しいと伝えた。

するとＺが、学生ローンを利用して金を準備する方法があることを教えてく

れた。Ｚは、金が借りやすくなると言って、「職業は会社員で、金を借りる

目的は学費のため、収入も実際のものより多めに申告したらいい。」とＡに

教えた。 

後日Ａは、Ｚと同社のＸと消費者金融に行き、金を借り、カフェで同社のＷ

とＶの２人と、契約の手続をした。Ａは代金と引き換えに投資ソフトを貰った。 

 

【事例２】 

平成２６年３月、同社の既存顧客であるＵは、小学校からの友人であった消
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費者Ｂのスマートフォンに「会って聞いてほしい話がある。」とメッセージを

送った。Ｂは、その話の内容を詳しく聞かなかったが、Ｕが付き合いの長い友

人であったため、特に気に留めることもなく、会う約束をした。 

それから数日後、ＢとＵは待ち合わせをして喫茶店に入った。そこで、Ｕは

投資について話し始めた。Ｕは、「投資に詳しい人が来るから会ってみない

か。」と言い、１時間ほどすると同社のＴがやって来た。Ｔは、日経２２５

先物取引の仕組などの話をしていたが、投資経験のないＢには内容が難しく

理解ができなかった。その後、Ｔは投資で利益を出すシステムをまとめたＤ

ＶＤがあり、代金は現金一括払いで５６万円だと言った。Ｔは、「このＤＶ

Ｄには、４パターンの投資システムが入っており、そのとおりにやると勝率

が高くなる。」と言い、このＤＶＤのシステムを使った投資をした運用実績

表を見せてきた。その表では、マイナスの月もあったが、年間トータルでは

プラスになっていた。Ｔは、ここまで説明すると店を出て行った。 

ＢとＵも店を出たが、Ｕが「もっと詳しく話をしてくれる人がいる。これか

ら会いに行こう。」と言いだし、ＢはＵとともに別の喫茶店に入った。そこ

には、同社のＳがおり、「Ｔからどれくらい話を聞いたの。もう少し詳しく

話そうか。」と言い、日経２２５先物取引について詳しく説明をしだした。

Ｓの話の内容は、Ｔが話したものとほぼ同じであったが２回目の説明だった

こともあり、Ｂは話の内容をだいぶ理解することができ、自分も投資でもう

けられそうな気がしてきた。Ｓは、「このＤＶＤを買うと、イベントやセミ

ナーに参加できる。買うかどうかよく考えてみて。」と言い、店を出て行っ

た。 

その帰り道、Ｕは「ＤＶＤを買って一緒にもうけよう。」とＢに言った。Ｂ

が５６万円も金を持っていないことを伝えると、Ｕは、「金の借り方を教え

てくれる人がいるから、これから会いに行こう。」と言った。ＢがＵととも

に地元駅近くに行くと、同社のＲがやってきて１時間ほど３人で話をした。

ＲはＢに「ＤＶＤの代金は、学生ローンで借りるといいよ。金の使い道は、

中古車を買うことにして、収入も実際より多めにすると借りやすいよ。」な

どと言った。Ｂは、嘘をついて金を借りることに後ろめたさがあったが、Ｄ

ＶＤを買う金を用意する方法が他に思いつかず、やむを得ず学生ローンで金

を借りることにした。 

数日後、ＢはＵとＲに付き添われ、学生ローンに行った。Ｂは、Ｒに指示さ

れたとおりに嘘の収入と目的で申込み、学生ローンから３０万円を借りた。

残りの２６万円は、自分の貯金から引き出した。 

５６万円が準備できた翌日、ＤＶＤを買うためにＵとともに都内の会議室に

行った。そこで、同社のＱと契約手続を行った。Ｑは申込書、契約書、確認書
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の順番に読み上げ、それぞれに名前の記入と印鑑を押すようにＢに指示した。

ＢはＱに５６万円を支払い、ＱからＤＶＤを受け取った。 

 

【事例３】 

平成２５年１０月頃、同社の既存顧客であるＰは、地元の友人である消費者

Ｃに「すごい話がある。」と電話をかけ、後日会う約束をした。 

数日後、ＣはＰと待ち合わせた際、Ｐは「すごい話をしてくれる人がいる。

今日の話を聞いたら夢がかなう。これから一緒に話を聞きに行こう。」とＣ

に言って、近くの喫茶店に二人で入った。店に入って３０分ほど過ぎた頃、

同社のＯがやって来た。Ｏは、株式取引や先物取引について話し出し、自分

がどれほど投資で稼いでいるかをＣに説明した後、「日経２２５先物取引の

投資方法をまとめたＤＶＤがある。５６万円で販売している。」と言った。

また、Ｏは「ＤＶＤを買ったら、セミナーやミーティングに参加できる。投

資のやり方で分からないことがあれば、そこで聞けばいいよ。それから、パ

ーティーやイベントに参加して人脈を広げることができる。」などと説明し

た。Ｃは、以前から投資に興味があり、信頼している友人Ｐの紹介だったこ

とから、ＤＶＤを買ってもいいと思い、契約する約束をしてしまった。 

Ｏが喫茶店を出て行くと、ＰはＣに「もう一人会ってほしい人がいる。」と

言った。ＣはＰに連れられ、別の喫茶店に移動した。そこに同社のＮが来て、

ＤＶＤ代金の５６万円をどうやったら用意できるかを説明し出した。Ｎは、

学生ローンで借金する方法をＣに勧め、収入は実際よりも多くすることや目

的をごまかして申込みするようＣに指示した。 

翌日、ＣはＮに教えられたとおりに収入や目的を偽って、学生ローンから金

を借り、Ｐと合流して喫茶店に入り、同社のＭとＬを相手にＤＶＤ購入のため

の契約手続きを行った。Ｃは５６万円をＬに渡し、ＤＶＤを受け取った。 

 

【事例４】 

平成２５年１１月頃、同社の既存顧客であるＫは、同じ大学に通う消費者Ｄ

に「金をもうけよう。」と話しかけた。その際、Ｋはそれ以上の詳しい話はせ

ず、「詳しい話をしてくれる人がいるから、今度一緒に会いに行こう」とＤを

誘い、後日会う約束をした。 

数日後、ＤはＫに連れられ喫茶店に入り、同社のＪを紹介された。Ｊは、同

社の事業内容や株式投資について説明し、「投資のプロが考案した４つのシス

テムを使って投資すれば、金が稼げる。このＤＶＤに、その４つのシステムが

入ってる。代金は５６万円。」と言った。また、Ｊは、「ＤＶＤを購入すれば

セミナー、ミーティング、イベントなどに参加でき、人脈が広がるし楽しいよ。」
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とＤに説明した。Ｄは、５６万円と聞いて高いと感じたが、分割で払えるだろ

うと思ったので、ＪにＤＶＤを購入する意思を伝えた。するとＪは、「現金で

払って。」と言ったので、Ｄは驚いた。Ｄが「５６万円なんて現金で払えない。」

と渋ると、Ｊは「どうするかは君の自由だから。よく考えてみて。」と言って、

喫茶店を出て行った。Ｊがいなくなった後、Ｋは「今から学生ローンで金を借

りてこよう。」とＤを誘ったが、Ｄは借金することに抵抗があったのでそれを

断った。 

その後、ＤはＫから「早く勉強を始めて、金をもうけよう。」などと顔を合

わすたびに誘われた。Ｋが繰り返し誘ってくるので、Ｄは元々投資に興味があ

ったこともあり、ＤＶＤを買うことにした。 

 数日後、ＤはＫに付き添われ、学生ローンから合計６０万円を借りた。借

り方は、Ｋから指示があり、収入は実際の２倍ほどにして、目的は免許の取得

費用にして申込んだ。金の準備ができると、Ｋから「このまま契約してしまお

う。」と言われ、同社のＩと喫茶店で会い、契約手続をした。Ｄは、５６万円

をＩに渡し、ＤＶＤを受け取った。Ｄは、家に帰ってＤＶＤを見てみたが、難

しい専門用語が多い上に、説明も分かりづらいので、内容をほとんど理解でき

なかった。 

 

【事例５】 

平成２５年２月頃、同社の既存顧客であるＨは、小学校から付き合いのある

消費者Ｅを「投資で簡単に稼げる方法がある。一緒に話を聞きに行こう。」と

誘った。Ｈはこの件についてそれ以上詳しい話はしなかったが、ＥとＨは付き

合いが長く、よく遊ぶ間柄だったので、Ｅは特に深く考えず後日会う約束をし

た。 

数週間後、ＥがＨに連れられ喫茶店に行くと、同社の販売代理店Ｇがやって

来た。Ｇは、同社の会社説明や日経２２５先物取引について話し出した。ま

た、Ｇは、日経２２５先物取引でどうやったらもうけられるかを簡単に説明

し、「日経２２５は不況になっても稼げる。データにしたがって売り買いを

すれば、負けることはほとんどない。」と言い、持参した資料などをＥに見

せた。Ｅは、投資に関する知識がなかったが、Ｇの話を聞いているうちに自

分がやってももうかる気がしてきた。Ｇは、日経２２５先物取引の具体的な

やり方は説明せず、ポイントをまとめたＤＶＤを見ればわかるとＥに言った。

また、Ｅは、Ｇから同社が開催するパーティーやイベントがいかに楽しいも

のであるかや、セミナーやミーティングは経済の勉強になるので今後のため

になるなどの説明を受けるうちに、自分もそこに参加したいと思うようにな

った。Ｅが、同社のイベントに参加したい意思をＧに告げると、Ｇは「それ
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には、条件がある。このＤＶＤを一人１枚持つこと。５６万円だよ。」とＥ

に言った。一通り説明すると、Ｇは店を出て行った。 

ＥはＤＶＤの代金が５６万円と聞いて高いと思ったが、Ｈから「ＤＶＤ代の

５６万円はみんな学生ローンから借りて払っているよ。借りても投資でもうか

るんだから返せるよ。」と言われ、みんな借りているなら大丈夫かと思い、学

生ローンで借りることにした。その日のうちにＥはＨに連れられ学生ローンに

行き、Ｈに教えられた嘘の借り入れ目的を申告して、合計６０万円を借り、先

ほどの喫茶店に戻り、再びＧと会い契約手続をした。 
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                             （別紙３） 

株式会社サンクチュアリに対する行政処分の概要 

 

 

１．事業者の概要 

（１）名 称：株式会社サンクチュアリ 

（２）代 表 者：代表取締役 出川 優太（でがわ ゆうた） 

（３）所 在 地：[登記簿上の本社] 

東京都新宿区西新宿六丁目１６番７－１００２  

[事実上の本社] 

（３）所 在 地 東京都千代田区三崎町一丁目１番１４号大島ビル４階 

（４）資 本 金：３００万円 

（５）設  立：平成２５年６月１２日 

（６）取引類型：訪問販売 

（７）取扱商品：投資用ＤＶＤ（商品名：Ｄｉｓｃｏｖｅｒｙ）５６万円 

 

 

２．取引の概要 

同社は、商品を購入し、消費者を勧誘する者（以下、「勧誘者」という。）を

使って、その友人である消費者に電話をかけるなどして、「おもしろい話があ

るから会わない。」等の口実で、販売目的を告げずに消費者を勧誘者同伴で都

内の喫茶店に呼び出す。その際、勧誘者は、消費者に将来の夢や不安などの話

を持ちかけ、資産運用の重要性などについて説明した後、販売委託者に引き合

わせる。販売委託者は引き続き勧誘目的を告げないまま、資産運用の方法の一

つとして日経２２５先物取引の説明を始め、投資のプロが開発したとする４つ

のシステム（投資方法）について紹介する。さらに、販売委託者は４つシステ

ム通りに日経２２５先物取引をした結果、いかにもうかったかを消費者に説明

する。消費者が投資に興味を持ったところで、販売委託者は「このソフトは５

６万円する。」と消費者に告げ、本件商品の勧誘を行っていた。そこで契約に

至らない消費者に対しては、勧誘者が「投資でもうけている人が近くに来てい

るので話を聞こう。」などと提案し、別の勧誘者（以下、「フォロー」という。）

に会わせるために別の喫茶店に連れて行き、資力のない大学生等である消費者

に対し、フォローと勧誘者が一体となって、「俺はこのソフトを使って投資し

た利益でローンを返し終わった。一緒にやろう。」などと告げて引き続き勧誘

を行い、収入や借金理由を偽るよう指南を行った上で、貸金業者から商品代金

を調達させ、契約を行っていた。 
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また、同社は、クーリング・オフ期間経過後、借金返済に困っている新規顧

客に対し、「お金を払っても人が欲しい。紹介された人が投資ソフトを買うと

１本当り８万円が給与としてサンクチュアリから支払われる。」などと告げ、

借金を返済するために友人を紹介せざるを得ない状況に陥った新規顧客を勧

誘者として組織に取り込み、新たな勧誘を行っていた。 

 

 

３．行政処分（業務停止命令）の内容 

（１）内容 

特定商取引に関する法律（以下「法」という。）第２条第 1項第 1号に

規定する訪問販売に関する業務のうち、次の業務を停止すること。 

①訪問販売に係る契約の締結について勧誘をすること。 

②訪問販売に係る契約の申込みを受けること。 

③訪問販売に係る契約を締結すること。 

 

（２）停止命令の期間 

平成２６年１１月２８日から平成２７年２月２７日まで（３か月間） 

 

 

４．命令の原因となる事実 

同社は、以下のとおり、法に違反する行為を行っており、訪問販売に係る取

引の公正及び売買契約の相手方の利益が著しく害されるおそれがあると認め

られた。 

なお、同社は、本件商品の販売事業を販売委託者及び勧誘者のグループと一

体となって行っているものである。 

 

（１）勧誘目的不明示（法第３条） 

同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、購入者

に対して、電話等で「詳しいことは会ってからでないと話せないが、おも

しろい話があるから会おうよ。」、「すごい話がある。」などと告げて都内の

喫茶店等に呼び出し、本件商品の勧誘を開始しており、その勧誘に先立っ

て、本件商品の売買契約の締結について勧誘する目的である旨及び当該勧

誘に係る本件商品の種類を明らかにしていなかった。 

 

（２）不実告知（法第６条第１項第７号） 

同社は、先物取引は相場が変動するものであり、人によって取引結果が
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異なるものであるにもかかわらず、勧誘をする際に、「投資ソフト通り投

資をすれば、５０万円なんかあっという間に返せるよ。」などと述べてお

り、購入者の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき不実のこと

を告げていた。 

 

（３）適合性の原則違反（法第７条第４号・省令第７条第３号） 

同社は、本件商品の売買契約の締結について勧誘をするに際し、本件商

品を購入するために学生ローン、消費者金融などを利用しなければならな

い購入者に対して勧誘を行っており、財産の状況に照らして不相応な勧誘

を行っていた。 

 

 

５．勧誘事例 

【事例１】 

平成２６年５月、消費者Ａは同社の既存顧客で友人でもあるＺからスマート

フォンに「会わせたい人がいる。」というメッセージをもらったので、都内の

喫茶店で同社のＹと会った。ＡはＹから「今から投資用ＤＶＤについて説明す

るけど、興味がなかったら時間の無駄だから説明はしない。」と言われ、株や

投資には全く興味がなかったが、Ｚの手前、ここで断って帰るのは失礼かなと

思い、説明を聞くことにした。ＡはＹから、折れ線グラフや棒グラフでが書か

れた表でどのくらい利益が出たか見せられた。説明の最後になって、Ｙに「こ

のソフトは５６万円する。」と言われた。アルバイトで月に４万円程しか収入

のないＡにとって５６万円はとても大きな金額だったので、Ａは「無理です。」

と断った。ところが、Ｚが「私もそう思ったけど、学生ローンを組んで金を用

意したよ。」と言った。すると、Ｙが「周りの学生はみんな学生ローンで借り

てるけど、ちゃんと返せてる。返済に困るようなことはないよ。」と言った。

Ａは「ローンとかよくわかんないし、５６万だったら車買うかな。」と契約す

るつもりがないことをやんわり伝えたが、Ｙは、「金の取引だけじゃなく、集

まってゲームをしたり交流を深めることができる。やっていて損はない。」と

言って投資用ＤＶＤ以外にも特典があるような言い方で勧めてきた。Ａはとり

あえず「考えてみます。」と答えると、Ｙは先に喫茶店を出て行った。Ｙが出

て行った後、Ｚが「今すぐ決めるの難しいよね。もうちょっと詳しい話を聞け

る人がいるから、そこに行こう。」と言い出し、店を変えて話を聞くことにな

った。その店で待っていると、同社のＸがやって来て、「Ｙさんに会った。」と

聞いてきた。Ａが会ったことを伝えると、Ｘは日経２２５先物取引の専門用語

やグラフの見方などについて、紙に書きながら説明をしてくれた。Ｘから投資
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の話だけではなく、「クラブを貸し切ってビンゴをやったり、ボーリング大会

があったりして、勝つと豪華な景品がもらえる。」などといろいろなイベント

があることを教えてもらった。それらを聞いているうちに、楽しそうだなと思

えてきたので、Ａは「やってみようかな。」と言ってしまった。翌日、ＡはＺ

とＸの３人で２社の学生ローン会社に行った。その際、ＡはＺから、収入は５

０万円から１００万円の間で申告し、３０万円を借りるよう指示されていたの

で、言われたとおりにして金を借りた。２社目も年収を多めに申告して２６万

円を借りた。そして、ＡはＺと２人で待ち合わせ、都内の喫茶店に向かい、既

に来ていた同社のＹから書面を読み上げた後に渡された契約書などに名前を

書き、借りてきた５６万円を支払って投資用ＤＶＤを受け取った。 

 

【事例２】 

平成２６年４月、消費者Ｂは友人で同社の既存顧客であるＷから電子メール

で、「会って話したいことがあるから、とりあえず○月○日空けておいて。」と

誘われ、都内の喫茶店でもう一人の友人である同社の既存顧客であるＶともに

同社のＵと会った。Ｕは雑談後に、投資についての話を始め、日経２２５先物

取引の仕組みなどについてノートに書きながら説明した。投資経験が全くない

Ｂは、分からない話ばかりで、ただ聞いているしかなかった。Ｕは投資につい

ての話を一通りし終えた後に、「日経２２５先物はハイリスク・ハイリターン

だが、勝てる、もうけられるシステムが入っている投資ソフトがある。」、「こ

のソフトは５６万円するが、投資をやるんだったたら、必要なソフトだ。」と

言った。しかし、Ｂは高いな、５６万円はきついな、と思い、ＷとＶにそのこ

とを伝えると、「俺達は金を借りて買った。消費者金融から借りてやればいい。」

と言った。さらに、Ｖから、「俺はこのソフトを使って投資した利益でローン

を返し終わった。一緒にやろう。」と言われ、Ｂは「もうけられるならば、金

を借りてもやってみようかな。」と思った。投資用ＤＶＤの代金の支払いが一

括払いでなければ、アルバイトで支払うこともできたが、５６万円もの大金を

持っていないＢは、投資用ＤＶＤを買うためには金を借りるしかなかった。Ｂ

はＷとＶとともに消費者金融に行った。２人から「職業はフリーターで勤務先

はバイト先の名前を書くように、収入は実際のものより多く書くように。」と

指示されたので、その通りに契約書に記入したが、実際は、学生でアルバイト

の月収は７万円程だった。その日、他の消費者金融で借りた金と合わせて５６

万円を用意し、その日の夜、Ｖと一緒に都内の喫茶店に行き同社のＴと契約を

し、５６万円と引き換えに投資用ＤＶＤを受け取った。 

 

【事例３】 
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平成２６年４月、消費者Ｃは大学の友人で同社の既存顧客であるＳとその友

人と一緒に学校から帰る途中、Ｓとその友人が「すごかったよね。」と話して

いたので、Ｃは「何。」と聞いた。Ｓから「気になる。」と聞かれＣは気になる

と答えた。するとＳから「ちょっと１回ご飯に行こう。」と言われた。Ｃはそ

の時にすごかった話の内容をＴから教えてもらえなかった。後日、ＣはＳとと

もに都内の喫茶店に行ったところ、投資経験が長く、Ｓがお世話になっている

という同社のＲが来て、Ｓから投資で儲かる話や仕組みを聞かされた。その後、

ＣはＳと近くのファストフード店に行った。そこには同社のＱがおり、Ｑは「自

分はこれだけもうかった。」などと話をした。Ｃはもうかるならばやってみた

いと思い、アルバイト月収は７万円程であったが、５６万円の購入価格につい

てはＳから消費者金融から借りればいいと言われ、買うことを決めた。４月中

旬、ＣはＳと消費者金融に行き、Ｓから指示されたとおり、使用目的を車の購

入にして、職業も学生ではなく社会人にして５０万円を借りた。その後、都内

の別の喫茶店に行き同社のＰと契約した。 

 

【事例４】 

平成２６年３月頃、消費者Ｄは小学校時代の友人で同社の既存顧客であるＯ

から電子メールで、「おもしろい話があるから会わない。」と誘われた。３月半

ばにＯの友人で同社のＮとともに待ち合わせ場所の喫茶店に行くと、雑談後

に、投資経験が全くないＤに、Ｎは日経２２５先物に投資をする話をし始めた。

内容はよく分からなかったが、Ｎの「一緒に投資をやろうよ。」という言葉に

何気なく相槌を打ったところ、「投資ソフトを買って勉強をしよう。」と誘われ

た。そのソフトの金額は一括払いで５６万円と聞いて、びっくりした。Ｄは「５

６万円の金は持ってないので、買うのは無理です。」と言うと、Ｎは、「投資ソ

フトを買って、その通り投資をすればもうけられるから大丈夫。」と言った。

Ｏは「俺もやっているし、皆金を借りてやっているから、Ｄもそうしたらいい。」

と言った。その後、同社のＭが現れ、日経２２５先物などの投資の話をした後、

「投資をやるかどうかは自分次第なので考えておいて。」と言った。ＯとＮは

「借りちゃえよ。買っちゃいなよ。」と煽ってくるので、Ｄはだんだんと、「も

うかるならば買おうかな。」という気になってきた。その後、Ｏが「投資経験

の長い人の話を聞いてみよう。」と言い、ＤはＯとＮとともにファストフード

店に行ったところ、同社のＬがＤに携帯電話の画面を見せながら、「この投資

ソフト通りやれば、皆勝っているし、もうかっている。たまには負けることも

あるが、トータルで勝つことができる。」と言った。Ｄは「皆がそんなに勝て

るというならば、もうかるはずだ。」と思い、投資用ＤＶＤを買うことをＯに

伝えた。ただ、投資用ＤＶＤは一括払いで５６万円が必要であるため、買うこ
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とは難しいことをＬに伝えると、消費者金融からの金の借り方を教えてくれ

た。Ｌから審査に通りやすいようにと、「審査を受けるときには、収入は建設

業で働いており月に１８万円あり、使用目的は友人から車を買うことにしたら

いい。」と指示された。実際は、アルバイトの月収は５、６万円で、友人の車

を買う予定などはなかった。Ｄは消費者金融から借りなければ投資用ＤＶＤを

買うことができなかったので、嘘をつくのは嫌だったが従うことにした。Ｄは

その店をＯとＮと一緒に出て、消費者金融に行きＬから指示された通り審査を

受け、５０万円を借りた。Ｏは「投資ソフト通り投資をすれば、５０万円なん

か、あっと言う間に返せるよ。」と言った。その後、契約をするためにＯとＮ

とともに別の喫茶店に行き同社のＫと契約を行い、５６万円と引き換えにＤＶ

Ｄを受け取った。 

 

【事例５】 

平成２５年９月、消費者Ｅは同社の既存顧客で友人でもあるＪから、「いい

話とか、人生が変わるような話があるから都内で会おう。」と誘われて都内の

ファストフード店で会った。Ｊは投資用ＤＶＤの勧誘であることを言わずに、

投資の話をし始めた。その後、ＥはＪと近くの喫茶店に移動し、しばらくして

からＪが幹部と言っていた同社のＩが来た。Ｉは投資の話を詳細にした後、「こ

ういう情報の入ったＤＶＤをこちらの方で販売している。」ということを言い、

投資用ＤＶＤは５６万円であると言った。データや話を聞く限りではもうかる

ようなので、Ｅは「すごいなあ。」とは思ったが、５６万円がネックになりこ

の時点では購入するつもりはなかった。話の途中でＩに電話が入り少しの間離

席したところ、Ｊは「やばいっしょ。」、「こんなにいい話はない、一緒にやっ

ていこう」と言った。数分後、Ｉが戻ってきて「分からないことがあったらま

た。」と言って店を出て行った。その店を出た後、ＥはＪから「投資でもうけ

ている人が近くに来ているので話を聞こう。」と言われて、別のファストフー

ド店に行った。そこには同社のＨがおり、Ｈは投資のデータを見せながら「こ

の１年でこういうデータを叩き出してるし。」などと投資のことを詳しく教え

てくれた。ＥはＨの説明で投資用ＤＶＤを買ってみようと思った。ただ、Ｅは

５６万円を持っていないのでＪに「なんでそんな金持ってるの。」と聞いた。

Ｊは学生ローンを利用したことを教えてくれたので、５６万円はＥの収入の

６、７か月分だったが、学生ローンで金を借りて投資用ＤＶＤを購入すること

にした。ＥはＨと一緒に学生ローンの会社へ行き、２社からそれぞれ２５万円

ずつ借りたが、その際、ＥはＨから使用目的を車の購入にするよう言われたの

で、そのとおりにした。その後、ＥはＨと都内の別の喫茶店に行き、同社のＧ

に５６万円を渡し投資用ＤＶＤを受け取った。 
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